厚生労働省への提言にむけて

『改正介護保険』に関する意見提起のお願い
市民福祉サポートセンター運営委員会

　9月9日に開催した『Ｎｏ！寝たきりデー2006　こんなはずだったか？介護保険』において、２つのシンポジウム「介護予防と『地域支援事業』チェック」「ケアマネ、ヘルパー大集合」実施しました。そのシンポジウムでのシンポジストと参加者の討議をもとに、改正介護保険に関する改善要望書を厚生労働省に提出する旨を運営委員会としてお約束しました。

　２つのシンポジウムでは、地域支援事業で一般高齢者に対するサービスが縮小される傾向、特定高齢者の予防サービスが具体的にみえないこと、介護予防ベッド支給の新設、サービス提供責任者に介護報酬の新設する、ヘルパーの働き方として「日給」支給が可能な介護報酬にする、要支援１・２の定額報酬を見直し利用者本位の体系にする、ケアマネジャー・サービス提供責任者・ホームヘルパー等の現場裁量権を尊重する、などの意見がだされました。


　このうちの現場の裁量権に関して、現在問題が広がってきていることが聞こえてきています。各地で実施されている自治体行政による監査の中で、訪問介護の生活援助が同居家族の有無によってきびしく制約されていること、通院介助運用がきびしくされていること、それらにより介護報酬の返還が事業者や利用者に求められている状況が生じています。このままでは、在宅生活の継続・維持はできなくなるのではないかと危惧する声が高まっています。

　介護保険は、要支援者・要介護者の生活状況に応じて、必要とされる介護サービスを保障する「介護の社会化」こそが制度の趣旨であるはずですが、それが崩されています。

　そこで、今、介護現場に生じている問題の実例とご意見を改めて市民福祉サポートセンター運営委員会までお寄せいただきたいと思います。そのご提起を再整理して、来年度予算編成にむけて厚生労働省へ提出したいと思います。

　ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

　　意見提出先

　　　市民福祉サポートセンター

　　　〒102－00083　東京都千代田区麹町2－7－3　半蔵門ウッドフィールド2F

　　　電話　03－5214－6426　ＦＡＸ：03－3263－9175

　　　E-mail: ssc@ssc-jp.org   URL: http://www.ssc-jp.org/

　    締め切り　：11月20日（月）


『改正介護保険』に関する意見提起のお願い


現場の裁量権について、どのように狭まっているのかご意見をお聞かせください。（例えば、通院介助、生活援助など）














２．　地域支援事業に関して、お気づきの点をお書きください。

















３．　その他、行政から指摘されてきていることなど、ご自由にお書きください。（例えば、遡及した介護報酬の返還など）

















ご協力ありがとうございました。ＦＡＸ：０３-３２６３-９１７５


よろしければご連絡先をお教えください。


　（お名前　：　　　　　　　　　　　　　）


　（ご連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


　

















